
大阪市港区役所と一般社団法人 FUKKO DESIGNとの事業連携に関する協定書 

 

大阪市（以下「甲」という。）と一般社団法人 FUKKO DESIGN（以下「乙」という。）は、次の条項につ

いて互いに連携することに合意し、協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、甲と乙が連携協力のもとに、次条で定める様々な分野で相互に協力し、行政課題・

地域課題の解決を図るとともに、港区の防災対策に寄与することを目的とする。 

 

（連携事項等） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、大阪市港区政に関する次の事項について連携・協力

する。 

（１）市民への情報発信に関すること 

（２）外国人への情報発信に関すること 

（３）人材育成に関すること 

（４）その他、双方が必要と認める連携協力に関すること 

２ 前項各号に掲げる具体的な実施事項については、甲乙合意の上決定する。 

 

（協定内容の変更） 

第３条 甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行

うものとする。 

 

（有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は締結日より令和８年３月３１日までとする。 

 

（協定の解除） 

第５条 甲又は乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、甲乙協議の上、解除予定日の１か月前

までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解除できるものとする。甲又は乙は、相手

方に対して、本協定の解除に関して、何らの損害の賠償を求めることはできない。 

 

（その他） 

第６条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定め

るものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲及び乙が記名の上、各１通を保有する。 

 

令和６年６月１７日 

 

      
                                           
                  

        

甲 大阪市港区市岡１丁目１５番２５号 

   大阪市 

   協定締結担当者 

    大阪市港区長 山口 照美（自署） 

乙 東京都渋谷区宇田川町１６−８ 

   

一般社団法人 FUKKO DESIGN 

代表理事 河瀬 大作（自署） 


